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 第１章 環境の現況 
第１節 大気の状況 

１ 環境基準等の達成状況 

市内には、県の一般環境大気測定局が 5 局、

自動車排出ガス測定局が 1 局あり、大気汚染測

定を常時監視しています。 

令和 5（2023）年度において、一般環境大

気測定局では、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊

粒子状物質の環境基準をすべての地点で達成、

浮遊粒子状物質は 5 地点中 3 地点で、環境 

基準を達成しています。また、光化学オキシ

ダントは２地点すべてで環境基準を達成してい

ません。自動車排出ガス測定局では、二酸化窒

素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質で環境基準

を達成しています（表 1-1-1 参照）。 

光化学オキシダントは、全国的にも達成率は

極めて低く、年平均値は近年ほぼ横ばいで推移

しています（図 1-1-1 参照）。このような状況

から環境省は、令和 4(2022)年 1 月「気候変

動対策・大気環境改善のための光化学オキシダ

ント総合対策について」で、植物・人健康影響

に関する知見を整理し環境基準の再評価等や、

その複雑さ故に未だに解明に至っていない生成

機構について観測データから削減対象とする物質の特定や生成機構の更なる解明を実施し、令和

6(2024)年度に総合的な排出削減シナリオを策定するとしています。 

 
図１-1-1 大気汚染に係る物質の年平均値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
【測定局の位置図】 
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表 1-1-1 大気汚染に係る環境基準達成状況（大気監視モニタリング実施結果） 

物質 測定局 R1 R2 R3 R4 R5 

＜一般環境大気測定局＞      

二酸化硫黄 

（SO2） 

櫛浜小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

徳山商工高校 ○ ○ ○ ○ ○ 

周南総合庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 

浦山送水場 ○ ○ ○ ○ ○ 

宮の前児童公園 ○ ○ ○ ○ ○ 

基準達成率（%） 
市内 100 100 100 100 100 

全国 99.8 99.7 99.8 99.5 99.8 

二酸化窒素 

（NO2） 

櫛浜小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

徳山商工高校 ○ ○ ○ ○ ○ 

周南総合庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 

浦山送水場 ○ ○ ○ ○ ○ 

宮の前児童公園 ○ ○ ○ ○ ○ 

達成率（%） 
市内 100 100 100 100 100 

全国 100 100 100 100 100 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

櫛浜小学校 ○ △ ○ ○ ○ 

徳山商工高校 ○ ○ ○ ○ ○ 

周南総合庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 

浦山送水場 ○ ○ ○ ○ ○ 

宮の前児童公園 ○ ○ ○ ○ ○ 

達成率（%） 
市内 100 100 100 100 100 

全国 100 99.9 100 100 100 

光化学オキシダント 

（Ox） 

周南総合庁舎 × × × × × 

宮の前児童公園 × × × × × 

達成率（%） 
市内 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

全国 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

微小粒子状物質 

（PM2.5） 

周南総合庁舎 ○ ○ ○ ○ ○ 

宮の前児童公園 ○ ○ ○ △ ○ 

達成率（%） 
市内 100 100 100 50 100 

全国 98.7 98.3 100 99.9 100 

＜自動車排出ガス測定局＞      

二酸化窒素 

（NO2） 

三田川交差点 ○ ○ ○ ○ ○ 

全国達成率（%） 100 100 100 100 100 

一酸化炭素 

（CO） 

三田川交差点 ○ ○ ○ ○ ○ 

全国達成率（%） 100 100 100 100 100 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

三田川交差点 ○ △ △ ○ ○ 

全国達成率（%） 100 100 100 100 100 

※測定局「三田川交差点」は平成 30(2018)年度まで辻交差点です(辻交差点は、令和元(2019)年度より三田川交差点へ

名称変更)。 

※市内達成率及び全国達成率は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素は、長期的評価による環境基

準達成率で、光化学オキシダント及び微小粒子状物質は環境基準達成率です。 

※○：環境基準達成  △：環境基準の長期的評価達成  ▲：環境基準の短期的評価達成 ×：環境基準超過  

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

「令和 5（2023）年度大気汚染物質（有害大気汚染物質等を除く）に係る常時監視測定結果」環境省 
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 (1) 二酸化硫黄（SO2） 

二酸化硫黄は、工場・事業場、船舶、自動車（ディーゼル車）から、硫黄分を含む石油や石炭

などの化石燃料の燃焼に伴って発生します。人体に対して呼吸器系疾患の原因となるほか、酸性

雨の原因となりえることも知られています。 

令和 6（2024）年度の測定結果は、全測定局で、長期的・短期的評価とも環境基準を達成し

ています（表 1-1-2 参照）。各測定局の年平均値は 0.001ppm であり、近年は、ほぼ横ばいで

推移しています（図 1-1-3 参照）。 

表 1-1-2 二酸化硫黄測定結果 
 

区分 

 

 

 

 

 

測定局 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

年平均

値 

短期的評価 

1 時 間

値 の 

最 高 値 

長期的評価 

1 時間値 

が 0.1ppm 

を超えた 

時間数 

日平均値が 
0.04ppm 

を超えた 

日数 

日 平 均

値 の 

2 ％ 

除 外 値 

日平均値が

0.04ppm を超え

た日が 2 日以上連

続したことの有無 

日 時間 ppm 時間 日 ppm ppm 有 × ・ 無 ○ 

櫛浜小学校 364 8,675 0.001 0 0 0.024 0.003 ○ 

徳山商工高校 364 8,676 0.001 0 0 0.023 0.003 ○ 

周南総合庁舎 364 8,681 0.001 0 0 0.025 0.004 ○ 

浦山送水場 364 8,668 0.001 0 0 0.028 0.003 ○ 

宮の前児童公園 364 8,666 0.001 0 0 0.025 0.003 ○ 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 

図 1-1-2 二酸化硫黄の月別測定値（月平均値） 

図 1-1-3 二酸化硫黄の推移（年平均値） 



 

74 
 

(2) 二酸化窒素（NO2） 
二酸化窒素は、燃焼により発生した窒素酸化物(NOx)が大気中で酸化されて生成するもので、

窒素酸化物のほとんどは工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源から排出されています。 
窒素酸化物は光化学オキシダントや浮遊粒子状物質、酸性雨の原因物質となり、特に高濃度の

二酸化窒素(NO2)は呼吸器を刺激し、人体に対して好ましくない影響を及ぼすおそれがあります。 
令和 5（2023）年度の測定結果は、すべての一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局

（三田川交差点）で環境基準を達成しています（表 1-1-3 参照）。各測定局の年平均値は 0.009
～0.011ppm であり、近年緩やかな減少傾向にあります（図 1-1-5 参照）。 

表 1-1-3 二酸化窒素測定結果 
 

区分 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

測定局 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

年平 

均値 

1 時間 

値の 

最高値 

1 時間 
値が

0.2pp
mを超
えた 

時間数 

1 時間
値が

0.1pp

m以上
0.2pp
m以下

の 
時間数 

日平均

値が

0.06p

pm を

超えた 

日数 

日平均値 

が 

0.04 

ppm 

以上 

0.06p

pm 

以下の 

日数 

長期的評価 

日平均値

の年間

98％値 

98％値
評価に
よる日
平均値

が
0.06p
pm を
超えた 
日数 

日 時間 ppm ppm 時間 時間 日 日 ppm 日 

櫛浜小学校 364 8,676 0.008 0.058 0 0 0 0 0.017 0 

徳山商工高校 364 8,678 0.009 0.082 0 0 0 0 0.024 0 

周南総合庁舎 364 8,679 0.009 0.077 0 0 0 0 0.023 0 

浦山送水場 364 8,665 0.009 0.087 0 0 0 0 0.025 0 

宮の前児童公園 364 8,667 0.009 0.072 0 0 0 0 0.022 0 

三田川交差点 363 8,669 0.011 0.087 0 0 0 0 0.026 0 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 
図 1-1-4 二酸化窒素の月別測定値（月平均値） 

 
図 1-1-5 二酸化窒素の推移（年平均値） 
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(3) 一酸化炭素（CO） 

一酸化炭素は、主に炭素を含む物の不完全燃焼により発生し、その主要発生源は自動車の排気

ガスです。 

令和 5（2023）年度の測定結果は、自動車排出ガス測定局の三田川交差点 1 局で測定してお

り、環境基準を達成しています（表 1-1-4 参照）。年平均値は 0.3ppm であり、近年ほぼ横ばい

で推移しています（図 1-1-7 参照）。 

表 1-1-4 一酸化炭素測定結果  
 

区分 

 

 

 

 

 

 

測定局 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値 

短期的評価 

１時間

値の最

高値 

長期的評価 

８時間値が 

20ppm を超

えた回数 

日平均値が 

10ppm を超

えた日数 

日平均

値の

2%除

外値 

日 平 均 値 が

10ppm を超え

た日が 2 日以上

連続したことの

有 無 

日 時間 ppm 回 日 ppm ppm 有×・無○ 

三田川交差点 366 8,696 0.3 0 0 1.9 0.5 ○ 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 
図 1-1-6 一酸化炭素の月別測定値（月平均値） 

 

 
図 1-1-7 一酸化炭素の推移（年平均値） 
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(4) 浮遊粒子状物質（SPM） 
大気中の粒子状物質は、「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、粒径 10 ミクロン以下

の浮遊粉じんを浮遊粒子状物質といいます。浮遊粒子状物質は微小なため大気中に長時間滞留し、
肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

浮遊粒子状物質には、発生源から直接排出される一次粒子と、気体として大気中に放出された
ものから生成される二次粒子に分類されます。一次粒子には工場等から排出されるばいじんやデ
ィーゼル排気粒子（DEP）等の人為的発生源と砂や土壌の巻き上げ等の自然発生源があり、二次
粒子は、大気中での光化学反応等によりガス成分（硫黄酸化物(SOx）、窒素酸化物（NOx）、揮発
性有機化合物（VOC）等）から生成されます。 

令和 5（2023）年度の測定結果は、すべての測定地点において、長期的評価で環境基準を達成
していました（表 1-1-5 参照）。各測定局の年平均値は、0.013～0.017mg／m3 であり、近年
緩やかな減少傾向にあります（図 1-1-9 参照）。 

表 1－1－5 浮遊粒子状物質測定結果 

 

区分 

 

 

 

 

 

測定局 

有 効 

測 定 

日 数 

測 定 

時 間 

年平均

値 

短期的評価 

１時間値 

の最高値 

長期的評価 

1 時間値が 

0.20 ㎎

/m3 

を超えた 

時間数 

日平均値が 

0.10 ㎎

/m3 

を超えた 

日数 

日平均値 

の２％ 

除 外 値 

日平均値が

0.10 ㎎/m3

を超えた日が

2 日以上連続

したことの有

無 

日 時間 mg/m3 時間 日 mg/m3 mg/m3 有×・無○ 

櫛浜小学校 366 8,748 0.014 0 0 0.067 0.030 ○ 

徳山商工高校 366 8,748 0.014 0 0 0.072 0.032 ○ 

周南総合庁舎 366 8,755 0.014 0 0 0.072 0.030 ○ 

浦山送水場 366 8,748 0.015 0 0 0.087 0.031 ○ 

宮の前児童公園 366 8,745 0.013 0 0 0.104 0.027 ○ 

三田川交差点 366 8,744 0.017 0 0 0.104 0.036 ○ 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 
図 1-1-8 浮遊粒子状物質の月別測定値（月平均値） 

 
図 1-1-9 浮遊粒子状物質の推移（年平均値） 
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(5) 光化学オキシダント（Ox） 

工場や自動車から排出される窒素酸化物や揮発性有機化合物（VOC）などが、太陽の強い紫外

線を受けることにより光化学反応を起こし、「光化学オキシダント」と呼ばれるオゾンやペルオキ

シアシルナイトレートなどの酸化性物質に変質します。これは強い酸化力を持つため、高濃度で

は眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を及ぼすおそれがあり、植物などにも影響を与えます。 

光化学オキシダントは、「昼間の 1 時間値が 0.06 ppm 以下」という環境基準が設定されてい

ます。さらに、昼間の 1 時間値が 0.12 ppm 以上で、気象条件からみてその状態が継続すると認

められるときは、大気汚染防止法の規定によって、都道府県知事が「光化学オキシダント注意報」

を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民に対し情報の周知徹底を行うとともに、工場・事業

場等に対して、ばい煙等排出量の自主的制限について協力を求めることになっています。 

令和 5（2023）度の測定結果は、全測定局で環境基準を達成していません（表 1-1-6 参照）。

各測定局の昼間値（5 時から 20 時までの時間帯）の年平均値は 0.031～0.035 ppm（表 1-1-6

参照）で、近年はほぼ横ばいで推移しています（図 1-1-11 参照）。 

表 1-1-6 光化学オキシダント調査結果 
 

区分 

 

 

 

測定局 

昼間 

測定 

日数 

昼 間 

測 定 

時 間 

昼間の 1

時間値の

年平均値 

短 期 的 評 価 
昼間の 1 時間値が 

0.12ppm を超え

た 

日 数 と 時 間 数 

昼 間 の 

１時間値 

の最高値 

昼間の日 

最高１時 

間値の年 

平均値 

昼間の 1 時間値が 

0.06ppm を超えた 

日 数 と 時 間 数 

日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

周南総合庁舎 366 5,438 0.035 68 309 0 0 0.090 0.048 

宮の前児童公園 366 5,451 0.031 49 204 0 0 0.091 0.045 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 
図 1-1-10 光化学オキシダントの月別測定値（月平均値） 

 
図 1-1-11 光化学オキシダントの推移（年平均値） 
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(6) 非メタン炭化水素（NMHC） 

非メタン炭化水素は、主として塗装、印刷等の作業工程と石油精製、石油化学等の製造、貯蔵

及び出荷工程等から排出され、自動車排気ガスの中にも含まれています。 

非メタン炭化水素とは、水素原子(H)と炭素原子(C)とからなる各種の炭化水素の中から、光化

学反応性が無視できるメタン（CH4）を除いた炭化水素の総称で、窒素酸化物(NOx)とともに太

陽の紫外線を受けて光化学反応を起こし、光化学オキシダント(Ox)に変質します。よって光化学

スモッグの発生防止対策として、非メタン炭化水素には国の指針値が設定されています。 

令和 5（2023）年度の測定結果は、全測定局で指針値を達成していません（表 1-1-7 参照）。

各測定局の 6～9 時における年平均値は 0.06～0.08ppmC で、近年はほぼ横ばいで推移してい

ます（図 1-1-13 参照）。 

表 1-1-7 非メタン炭化水素測定結果 
 

区分 

 

 

 

 

測定局 

測 定 

時 間 

年 

平均値 

6～9 時に 

おける 

年平均値 

6～9 時 

測定 

日数 

6～9 時 

3 時間平均値 
6～9 時 

3 時間平均値が 

0.20ppmC を 

超えた日数と 

その割合 

6～9 時 

3 時間平均値が

0.31ppmC を 

超えた日数と 

その割合 
最高値 最低値 

時間 ppmC ppmC 日 ppmC ppmC 日 % 日 % 

周南総合庁舎 8,662 0.07 0.09 366 0.48 0.01 21 5.7 3 0.8 

宮の前児童公園 8,637 0.06 0.05 360 0.32 0.01 2 0.6 2 0.6 

三田川交差点 8,677 0.07 0.11 366 2.33 0.01 32 8.7 14 3.8 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

備考：ppmC は大気中の炭化水素類を表す単位で、1ppmC とは、空気 1m3 中にメタンに換算された物質が 1cm3含ま

れる場合をいう。 

 

 
図 1-1-12 非メタン炭化水素の月別測定値（6～9 時における月平均値） 

 
図 1-1-13 非メタン炭化水素の推移（6～9 時における年平均値） 
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(7) 微小粒子状物質（PM2.5） 

PM2.5とは、浮遊粒子状物質（粒径10μm以下）のうち、特に粒径の小さい微小粒子状物質（粒

径2.5μm以下）をいい、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことなどから、人への健康影響が懸

念されています。 

平成21（2009）年9月にPM2.5 に係る環境基準が「１年平均値が15μg/m3以下、かつ、

１日平均値が35μg/m3以下」と設定されました。 

令和5（2023）年度の測定結果は、全測定局で環境基準を達成しています（表1-1-8参照）。

年平均値は8.7～9.5μg/m3で、近年緩やかな減少傾向にあります（図1-1-15）。 

表 1-1-8 微小粒子状物質測定結果 
 

区分 

 

 

測定局 

有 効 

測 定 

日 数 

長期的評価 短期的評価 

年平均値 
日平均値の年

間98％値 

日平均値が 35μg/m3 を超えた 
日数とその割合 

日 μg/ m3 μg/ m3 日 ％ 

周南総合庁舎 363 9.5 20.8 0 0.0 

宮の前児童公園 350 8.7 19.8 0 0.0 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 
図 1-1-14 微小粒子状物質の月別測定値（月平均値） 

 
図 1-1-15 微小粒子状物質の月別測定値（年平均値） 



 

80 
 

(8) 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質とは、大気中の濃度が低濃度であっても、その長期曝露による健康影響が懸

念される物質のことをいいます。 

山口県は、市内では周南総合庁舎にて有害大気汚染物質モニタリング調査を実施しており、大

気汚染防止法で有害大気汚染物質（優先取組物質）のうち、21 物質の測定が行われています。そ

のうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンは環境基準が

定められており、アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、ク

ロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、

1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物においては指針値が設定されています。 

令和 5（2023）年度の年平均値は、環境基準又は指針値があるすべての物質において環境基

準等を達成しています。近年において、環境基準等を達成している状況が続いています（図

1-1-17、図 1-1-19 参照）。 

全国平均と比較すると、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、塩化メチル、1,2-ジクロロ

エタン、ニッケル化合物、1,3-ブタジエン、クロム及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、

ベンゾ[a]ピレンが高めとなっています（表 1-1-9 参照）。 

 
図 1-1-16 有害大気汚染物質の月別の環境基準に対する比率 

 
図 1-1-17 有害大気汚染物質の環境基準に対する比率の推移（年平均値） 
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図 1-1-18 有害大気汚染物質の月別の指針値に対する比率 

 
図 1-1-19 有害大気汚染物質の指針値に対する比率の推移（年平均値） 

 
図 1-1-20 環境基準及び指針値のない有害大気汚染物質の月別年平均値に対する比率 

 
図 1-1-21 環境基準及び指針値のない有害大気汚染物質年平均値の 

平成 27（2015）年度値に対する比率の推移 
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表 1-1-9 有害大気汚染物質モニタリング調査結果（令和 5（2023）年度） 

区分 
周南総合庁舎 

(下段は R4 値) 

環境基準等 

達成状況※1 

環境基準 

又は指針値 

全国平均 

（下段は範囲） 

ベンゼン 

[単位：μg/m3] 

0.66 

（0.87） 
○ 

環境基準 

3 以下 

0.73 

（0.32～2.0） 

トリクロロエチレン 

[単位：μg/m3] 

0.029 

（0.09） 
○ 

環境基準 

130 以下※2 

0.91 

（0.0018～89） 

テトラクロロエチレン 

[単位：μg/m3] 

0.005 

（0.046） 
○ 

環境基準 

200 以下 

0.084 

（0.0019～1.1） 

ジクロロメタン 

[単位：μg/m3] 

0.84 

（0.85） 
○ 

環境基準 

150 以下 

1.5 

（0.37～14） 

アクリロニトリル 

[単位：μg/m3] 

0.07 

（0.123） 
○ 

指針値 

2 以下 

0.052 

（0.008～0.65） 

アセトアルデヒド 

[単位：μg/m3] 

2.3 

（2.4） 
○ 

指針値 

120 以下※3 

2.1 

（0.67～5.8） 

塩化ビニルモノマー 

[単位：μg/m3] 

0.53 

（1.29） 
○ 

指針値 

10 以下 

0.037 

（0.0015～1.7） 

塩化メチル 

[単位：μg/m3] 

1.5 

（1.6） 
○ 

指針値 

94 以下※3 

1.4 

（0.30～4.2） 

クロロホルム 

[単位：μg/m3] 

0.24 

（0.33） 
○ 

指針値 

18 以下 

0.24 

（0.063～5.7） 

1,2-ジクロロエタン 

[単位：μg/m3] 

0.61 

（1.58） 
○ 

指針値 

1.6 以下 

0.20 

（0.055～11） 

水銀及びその化合物 

[単位：ng Hg/m3] 

1.6 

（2.0） 
○ 

指針値 

40 以下 

1.7 

（1.0～5.6） 

ニッケル化合物 

[単位：ng Ni/m3] 

3.3 

（4.0） 
○ 

指針値 

25 以下 

2.5 

（0.053～29） 

ヒ素及びその化合物  

[単位：ng As/m3] 

1.2 

（1.88） 
○ 

指針値 

6 以下 

1.2 

（0.043～15） 

1,3-ブタジエン 

[単位：μg/m3] 

0.62 

（0.93） 
○ 

指針値 

2.5 以下 

0.074 

（0.0029～0.63） 

マンガン及びその化合物 

[単位：ng Mn/m3] 

17 

（15） 
○ 

指針値 

140 以下 

20 

（0.38～140） 

トルエン 

[単位：μg/m3] 

2.5 

（2.7） 
－ － 

5.3 

（0.34～36） 

クロム及びその化合物 

[単位：ng/m3] 

13 

（27） 
－ － 

4.0 

（0.059～30） 

酸化エチレン 

[単位：μg/m3] 

0.055 

（0.103） 
－ － 

0.075 

（0.015～1.9） 

ベリリウム及びその化合物 

[単位：ng/m3] 

0.035 

（0.017） 
－ － 

0.019 

（0.0008～0.40） 

ベンゾ[a]ピレン 

[単位：ng/m3] 

0.17 

（0.12） 
－ － 

0.13 

（0.007～1.3） 

ホルムアルデヒド 

[単位：μg/m3] 

1.9 

（2.6） 
－ － 

2.5 

（0.27～7.3） 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 
「令和 5（2023）年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告）」環境省 

※1) ○：環境基準等達成 ×：環境基準等超過 －：該当なし 

※2) 平成 30（2018）年 11 月 19 日より環境基準値は 200μg/m3 から 130μg/m3 に改定されました。 
※3) 令和 2(2020)年 8 月 20 日よりアセトアルデヒド及び塩化メチルに係る、健康リスクの低減を図るための指針とな

る数値（指針値）が設定されました。 
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２ 環境基準等が設定されていない項目 

(1) 降下ばいじん 

降下ばいじんとは、大気中の粒子状物質のうち、重力、雨等によって沈降するばいじん、粉じん、

その他の不純物のことをいいます。測定は、採取装置を用いて１ヶ月間ごとに試料を採取してその重

量を計測します。市では、令和 4 年度に調査地点の見直しを行い、7 か所の調査地点でデポジットゲ

ージ法（社団法人海外環境協力センター「大気環境保全技術研修マニュアル：総論」）により測定し

ています（表 1-1-10 参照）。一定地域の沈降物質の平均的な割合を測定するもので、特定の汚染源

を対象とするものではありません。また、月別変動は発生源の変化のほかに、風向、風速、雨量など

の気象条件の変動に起因するところが多く、汚染度の傾向をみるためには長期間の観測が必要です。

環境省「令和元（2019）年度大気汚染状況報告書」によると、昭和 57（1982）年度には 400 市

町村が 1,563 測定地点で降下ばいじんを測定していましたが、令和元（2019）年度には 75 市町

村、428 測定地点に減少しています。都道府県別では山口県が最も多い 90 測定地点です。 

本市の降下ばいじん量は、長期的には昭和 40 年代をピークに集じん設備の整備や高煙突化などの

発生源対策により減少傾向にあります（図 1-1-20 参照）。令和６（2024）年度の年平均値は、1.51

ｔ/km2/月でした（表 1-1-11 参照）。山口県が示した暫定目標値（昭和 53 年大気保全第 51 号）

10ｔ/km2/月以下で、近年は横ばい傾向にあります（図 1-1-21 及び 1-1-23 参照）。 

  

 
【降下ばいじん測定箇所の位置図】 

 

表 1-1-10 調査地点一覧 

地点番号 調査地点 用途地域※1 所在地 

1 川崎会館 

 
住 居 川崎 2 丁目 

 2 櫛浜支所 商 業 大字櫛ヶ浜 

3 周南市役所 商 業 岐山通 1 丁目 

4 遠石市民センター 住 居 大字徳山 

5 夜市支所 住 居 大字夜市 

6 須々万支所 区域外 大字須々万本郷 

7 西消防署 住 居 富田 1 丁目 

※1）用途地域の区分 準工：準工業地域、商業：商業地域、住居：住居地域、区域外：都市計画区域外の地域「都市計画法」

（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条に定める地域の用途区分を示す。 

※2）調査地点の見直しにより、令和 4 年度からこれまでの 16 地点のうち、富田南保育園、周南港湾管理事務所、徳曹会館、

秋月市民センター、介護老人保健施設ゆめ風車、福川南幼稚園、熊毛体育センター、鹿野総合支所、和田支所での測定は 7

地点へ統合。 
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図 1-1-20 降下ばいじん量の経年変化（長期傾向） 

 

 
図 1-1-21 降下ばいじん量の経年変化（用途地域別年平均値） 

※令和 4 年度の調査地点の見直しにより、準工業地域における測定は令和 3 年度までの実績。 

 

 
図 1-1-22 降下ばいじん量の月別測定値（月平均値） 
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図 1-1-23 降下ばいじん量の推移（年平均値） 

 

表 1-1-11 降下ばいじん量の月別測定値 

（単位：ｔ／km2／月） 

地点名 

用途 

地域
※１ 

R6         R7   R6

平均 

R5

平均 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

櫛浜支所 商業 1.13 2.12 － 1.52 1.88 0.93 1.06 1.36 1.74 1.29 3.30 2.04 1.67 1.61 

周南 

市役所 
商業 1.53 1.89 2.42 1.75 1.60 0.80 0.78 0.79 1.08 1.02 1.17 1.85 1.39 1.65 

川崎会館 住居 1.67 2.00 2.36 2.29 2.27 1.63 1.26 1.18 1.37 1.19 1.42 2.99 1.80 1.39 

遠石市民

センター 
住居 0.93 2.31 1.78 1.99 1.53 0.98 0.87 1.67 1.15 0.96 1.38 2.36 1.49 1.40 

西消防署 住居 1.54 2.39 1.75 1.33 - 1.71 0.90 0.94 1.11 0.94 1.96 2.34 1.54 1.32 

夜市支所 住居 0.95 2.00 2.76 1.28 1.15 1.01 0.85 0.48 1.16 0.74 0.78 2.08 1.27 1.90 

須々万 

支所 
区域外 1.25 2.59 1.56 1.46 1.66 0.94 0.67 0.49 1.16 0.87 1.18 3.24 1.42 1.31 

平 均 

(準工、商業、住居) 
1.29 2.12 2.21 1.69 1.69 1.18 0.95 1.07 1.27 1.02 1.67 2.28 1.53 1.55 

平 均 

(全地点) 
1.29 2.19 2.11 1.66 1.68 1.14 0.91 0.99 1.25 1.00 1.60 2.41 1.51 1.51 

※1）用途地域の区分 商業：商業地域、住居：住居地域、区域外：都市計画区域外の地域 

   「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条に定める地域の用途区分を示す。 

※2）「－」は欠測（容器破損、豪雨による容器溢れ、測定箇所撤去等による） 

※3）小数点以下第 3 位を四捨五入しているため、グラフの数値と会わない場合があります。 

 

表 1-1-12 降下ばいじん量の推移（年平均値） 
（単位：ｔ/km2/月） 

調査地点 用途地域 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

櫛浜支所 商 業 1.82 2.38 2.04 2.37 1.65 1.80 

周南市役所 商 業 1.78 1.93 1.73 1.49 1.39 1.67 

川崎会館 住 居  2.47 2.22 2.06 1.99 1.61 1.39 

遠石市民センター 住 居 1.70 2.21 1.65 1.55 1.40 1.49 

西消防署 住 居 3.05 2.44 2.00 1.91 1.90 1.27 

夜市支所 住 居 1.55 1.45 1.49 1.60 1.32 1.54 

須々万支所 区域外 1.45 1.25 1.48 1.46 1.31 1.42 

   平 均 (準工、商業、住居) 2.09 2.10 1.95 1.82 1.55 1.53 

   平 均 (全体) 1.96 1.94 1.85 1.77 1.51 1.51 

※1）令和 3（2021）年度までは年平均値に準工業地域を含む 
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(2) 浮遊粉じん中の全クロム・六価クロム 

市には六価クロム化合物を取り扱う工場が存在することから、大気環境の監視を目的に、水産物市

場で年 1 回浮遊粉じん中の全クロム及び六価クロムを測定してきました。 

これまでの測定において、全クロムの年平均値は毎年変動がありますが、昭和 51（1976）年か

ら六価クロムは継続して検出されていないことから、令和 4 年度から、測定項目から除外しました。 
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第２節 騒音・振動の状況 

１ 環境騒音 

市は一般地域（道路に面する地域以外の地域）における環境騒音を 6 地点（地域の騒音状況を

マクロに把握するために必要な地点を選定）で測定しており、令和 6（2024）年度は全地点に

おいて環境基準を達成していました（表 1-2-1 及び 1-2-2 参照）。 

環境騒音は、長期的な推移では、昼間と夜間ともに横ばいに推移しています。（図 1-2-1 及び

1-2-2 参照） 

表1-2-1 環境騒音調査結果 
類型 調査地点 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Ａ地域及びＢ地

域（住居系地域） 

Ａ地域 東北山※2 ○ △ △ △ 〇 〇 

中畷町 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 

Ｂ地域 久米 △ △ ○ ○ 〇 〇 

富田２丁目 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 

達成率（%） 
市内 75 50 75 75 100 100 

全国 88.5 88.9 89.2 89.8 89.7 ※1 

Ｃ地域（住居・

商工業混在地

域） 

Ｃ地域 南浦山町 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 

福川中市町 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 

達成率（%） 
市内 100 100 100 100 100 100 

全国 90.5 91.4 90.8 93.1 91.0 ※1 

※○：昼夜とも基準値以下、△：昼のみ基準値以下、▲：夜のみ基準値以下、×：昼夜とも基準値超過 

※Ａ地域は専ら住居の用に供される地域、Ｂ地域は主として住居の用に供される地域、Ｃ地域は相当数の住居と併せて商

業、工業等の用に供される地域のことをいう。 

※Ａ地域及びＢ地域の環境基準は、昼間が 55 デシベル以下、夜間が 45 デシベル以下で、C 地域の環境基準は、昼間が

60 デシベル以下、夜間が 50 デシベル以下。 

出典：環境省「令和 5（2023）年度騒音規制法施行状況調査報告書」 

※1）令和 6（2024）年度の全国達成率は、令和 7（2024）年３月公表見込み 

※2）東北山の結果は、令和元(2019)年度以前は西金剛山での結果を示しています。 

表1-2-2 環境騒音調査結果（令和6（2024）年度） 

類型 調査地点 

測定結果 環境基準 環境基準 

達成状況 昼間 夜間 昼間 夜間 

(単位：dB) 昼間 夜間 

道
路
に
面
し
て 

い
な
い
地
域 

A 地域 
東北山 47 43 

55 45 

○ 〇 

中畷町 45 40 ○ ○ 

B 地域 
久米 44 41 ○ ○ 

富田２丁目 44 44 ○ ○ 

C 地域 
南浦山町 51 47 

60 50 
○ ○ 

福川中市町 43 39 ○ ○ 

 
図1-2-1 環境騒音（昼間）の推移 
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図1-2-２ 環境騒音（夜間）の推移 

 

２ 自動車騒音 

市では、平成24（2012）年度より、騒音規制法に基づき自動車騒音の監視を行っています。

令和６（2024）年度は、106区間の延長207.8kmにおいて評価を実施しました。対象住居等

は12,935戸で、昼夜間とも環境基準を達成したのは94.5％（12,223戸）でした。昼間のみ、

夜間のみ環境基準を達成したのは、それぞれ3.4％（436戸）、0.2％（32戸）、昼夜間とも環

境基準を達成しなかったのは1.9％（244戸）でした。 

基準値超過は、一般国道沿いが比較的多く、交通量及び大型車の交通量が多いことが考えられ

ます（図1-2-4参照）。近年では大きな変動はなく横ばいに推移しています。 

また、自動車騒音の測定状況は、全国自動車交通騒音マップにて公開されています。

（https://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8） 

 
 

 

 
図1-2-3 自動車騒音常時監視結果の推移 

※端数処理により合計が100%にならない場合もあります。 
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表1-2-3 自動車騒音常時監視結果（道路種別住居等戸数） 
 昼夜とも 

基準値以下 

昼のみ 

基準値以下 

夜のみ 

基準値以下 

昼夜とも 

基準値超過 

高速自動車国道 236 10 0 4 

一般国道 3,682 404 1 222 

県道 7,580 26 31 25 

4 車線以上の市道 1,213 8 0 11 

合計 12,711 448 32 262 

 ※交差点等における複数評価区間を重複計上しています。 

 
図1-2-4 自動車騒音常時監視結果（道路種別住居等戸数） 

  ※交差点等における複数評価区間を重複計上しています。 

3 新幹線鉄道騒音・振動 

県が新幹線鉄道騒音・振動及び低周波音を監視しており、山陽新幹線については鉄道事業者で

ある西日本旅客鉄道株式会社において音源・振動対策及び障害防止対策を実施しています。しか

し、依然として沿線の環境基準が達成されていないことから、県では、環境基準達成に向けた音

源対策の推進について引き続き要請しています。 

4 道路交通振動 

道路交通振動について、平成24（2012）年度まで測定していましたが要請限度の値を大幅に

下回る測定値が継続していたため、平成25（2013）年度より毎年の定期的測定を止め、必要に

応じて適宜測定することとしています。令和６（2024）年度は測定していません。 
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第 3 節 水質の状況 

1 環境基準の達成状況 

○人の健康の保護に関する環境基準 

人の健康の保護に関する環境基準 27 項目

について、県が市内 12 地点（夜市川、富田

川、菅野湖、米泉湖、菊川湖、高瀬湖、徳山

湾）において延べ 176 項目を測定し、令和 5

（2023）年度は、すべての地点及び項目で

環境基準を達成しています。 

○生活環境の保全に関する環境基準 

生活環境の保全に関する環境基準について、

県が市内 20 地点（錦川、夜市川、富田川、

菅野湖、米泉湖、菊川湖、高瀬湖、徳山湾）

において測定しています。 

ア COD 又は BOD 

有機汚濁の代表的な指標である COD

又は BOD の状況は、高瀬湖及び徳山湾 A

類型水域にて環境基準を達成できません

でした（表 1-3-1 参照）。 

年平均値について、河川及び湖沼はほ

ぼ横ばい、海域については緩やかな減少

傾向にあります（図 1-3-1～3 参照）。 

徳山湾Ａ類型水域の４つの環境基準点

の 75%水質値は、近年緩やかな減少傾向

にあり、3 地点で環境基準 2mg/L を下回

りました。（図 1-3-4 参照）。 

表 1-3-1 COD 又は BOD に係る環境基準

達成状況 

区分 水域名 類型 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

河川 錦川 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

夜市川 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富田川 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全国達成率（%） 94.3 94.4 93.7 93.5 92.1 93.5 

夜市川 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

富田川 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

全国達成率（%） 93.3 93.5 93.1 92.0 92.5 93.2 

湖沼 菅野湖 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

米泉湖 A ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

菊川湖 A ○ ○ × ○ ○ ○ 

高瀬湖 A × × × × × × 

全国達成率（%） 65.7 60.0 61.0 64.6 60.1 62.6 

海域 徳山湾 A × × × × × × 

 全国達成率（%） 65.4 67.3 67.4 65.4 65.8 67.3 

 B ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 全国達成率（%） 84.5 85.9 86.8 83.1 85.9 85.9 

 C ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 全国達成率（%） 100 100 100 100 100 100 

※○：環境基準達成  ×：環境基準超過  

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 
「令和 5（2023）年度公共用水域水質測定結果」環境省 

 

 
【健康項目の調査地点（徳山湾）】 

 
【生活環境項目の調査地点（徳山湾）】 
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図 1-3-1 BOD の年平均値の推移（河川） 

 

 
図 1-3-2 COD の年平均値の推移（湖沼） 
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図 1-3-3 COD の年平均値の推移（海域） 

 

※類型別で環境基準値が異なり（A<B<C)、A 類型が最小値です。詳細は、P.146～147 を参照下さい。 

 
図 1-3-４ 徳山湾Ａ類型の COD75%水質値の推移 

※75%水質値とは、年間の日間平均値の全データを、その小さい順に並べ、0.75×n 番目（ｎは日間平均値のデータ数）

のデータ値のことです。0.75×n が整数でない場合は、端数を切り上げた整数番目の値をとります。 

※徳山湾Ａ類型の COD の環境基準は、４つの環境基準点すべてにおいて基準が達成されている場合を達成水域とする。 

※環境基準点の達成状況の評価は、年間の日間平均値の全データのうち 75%以上のデータが基準値を満足しているもの

を達成地点とする。 

 
【生活環境項目の調査地点（徳山湾）】 

TD-1 

TD-2 

TD-25 

TD-4 
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イ 窒素及びりん 

窒素及びりんは、海域では環境基準を達成していましたが、湖沼はすべて環境基準を達成

していません。年平均値は、全窒素及び全りんともに、概ね横ばいです（図 1-3-5 及び図

1-3-6 参照）。 

表 1-3-2 窒素及びりんに係る環境基準達成状況 
区分 水域名 類型 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

湖沼 菅野湖 Ⅱ × × × × × × 

米泉湖 Ⅱ × × × × × × 

菊川湖 Ⅱ × × × × × × 

全国達成率（%） 50.0 48.3 58.6 56.9 57.6 55.9 

海域 徳山湾 Ⅱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 全国達成率（%） 94.5 93.4 85.7 92.4 94.6 90.2 

※○：環境基準達成  ×：環境基準超過 

※菅野湖及び米泉湖は、当分の間、全窒素に係る基準は適用しない  

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

「令和 5（2023）年度公共用水域水質測定結果」環境省 

 

 
図 1-3-5 全窒素（T-N）の年平均値の推移 

 

 
図 1-3-6 全りん（T-P）の年平均値の推移 
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(1) 河川 

県は、環境基準点での調査を錦川、夜市川及び富田川で行っています。BOD 年平均値の経年変

化の状況は 0.5～1.4mg/L で横ばいです（図 1-3-1 参照）。また、令和 5（2023）年度調査に

おける環境基準適合状況は、各河川とも浮遊物質量（SS）及び溶存酸素量（DO）は、環境基準

を超える検体はなく、pH、BOD、及びし尿の指標である大腸菌数では、3 検体が環境基準を超

えました。（表 1-3-3 参照）。 

表 1-3-3 環境基準値との適合状況 

河川名 類型 区分 pH BOD SS DO 大腸菌数 

錦川 A 

環境基準を超える検体数 m 0 0 0 0 0 

調査検体数 n 4 4 4 4 4 

適合率 % 100 100 100 100 100 

夜市川 

A 

環境基準を超える検体数 m 0 0 0 0 1 

調査検体数 n 4 4 4 4 4 

適合率 % 100 100 100 100 75 

B 

環境基準を超える検体数 m 0 0 0 0 0 

調査検体数 n 4 4 4 4 4 

適合率 % 100 100 100 100 100 

富田川 

A 

環境基準を超える検体数 m 1 1 0 0 0 

調査検体数 n 4 4 4 4 4 

適合率 % 75 75 100 100 100 

B 

環境基準を超える検体数 m 0 0 0 0 0 

調査検体数 n 4 4 4 4 4 

適合率 % 100 100 100 100 100 

備考：適合率（%）＝（n-m）/n×100 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

表 1-3-4 生活環境の保全に関する５項目測定結果 

河川名 類型 区分 pH 
BOD SS DO 大腸菌数 

( mg/Ｌ) ( mg/Ｌ) ( mg/Ｌ) (CFU/100mＬ) 

錦川 A 

平均値 7.6 0.5 1 10 72 

最小値 7.5 <0.5 <1 8.4 9 

最大値 7.6 0.6 2 11 130 

夜市川 

A 

平均値 7.5 0.7 2 11 220 

最小値 7.4 <0.5 <1 9.3 120 

最大値 7.5 1.1 3 12 440 

B 

平均値 7.4 0.6 2 9.8 310 

最小値 7.3 <0.5 1 7.7 21 

最大値 7.6 0.7 2 11 1,000 

富田川 

A 

平均値 8.3 1.4 3 10 21 

最小値 7.7 0.6 1 8.5 7 

最大値 9.3 2.3 5 12 53 

B 

平均値 7.9 0.9 3 10 39 

最小値 7.8 <0.5 2 9.4 7 

最大値 8 1.2 4 11 72 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 
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(2) 湖沼 

市内の湖沼（菅野湖、菊川湖、高瀬湖及び米泉湖）には環境基準が設定されており、県が汚濁

状況の調査を行っています。 

COD 年平均値の経年変化の状況は、高瀬湖が平成 20（2008）年度に 5.6mg/L で、その後

減少していましたが、近年横ばい傾向にあります。菅野湖、菊川湖及び米泉湖は 1.9～3.5mg/L

で横ばいに推移しています（図 1-3-２参照）。 

T-N 及び T-P の年平均の経年変化の状況は、菊川湖において平成 28（2016）年度において

少し増加しましたが、そのほかは横ばいで推移しています（図 1-3-5 及び 1-3-6 参照）。 

令和 5（2023）年度調査における環境基準適合状況は、COD 含む 5 項目においては比較的

高い適合率ですが、菊川湖における T-N 及び T-P、並びに米泉湖における T-P の適合率が低く

なっています（表 1-3-5 参照）。 

表 1-3-5 環境基準値との適合状況 
湖沼

名 
区分 ｐＨ ＣＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数 Ｔ－Ｎ Ｔ－Ｐ 

菅
野
湖 

環境基準を超える検体数 m 3 2 2 12 0 － 6 

調査検体数 n 36 36 36 36 36 12 12 

適合率 % 92 94 94 67 100 － 50 

菊
川
湖 

環境基準を超える検体数 m 6 6 2 11 0 10 11 

調査検体数 n 36 36 36 36 36 12 12 

適合率 % 83 83 94 69 100 17 8 

高
瀬
湖 

環境基準を超える検体数 m 9 17 2 0 0 － － 

調査検体数 n 36 36 36 24 36 36 36 

適合率 % 75 53 94 100 100 － － 

米
泉
湖 

環境基準を超える検体数 m 6 8 2 13 0 － 10 

調査検体数 n 36 36 36 36 36 12 12 

適合率 % 83 78 94 64 100 － 17 

備考：適合率（%）＝（n-m）/n×100 

※1) COD に関する環境基準達成とは、すべての環境基準点において、日平均値の環境基準適合日数が総測定日の 75%

以上である場合をいう。 

※2) T-N 及び T-P に関する環境基準達成とは、水域内すべての環境基準点において、表層の年間平均値が環境基準に適

合している場合をいう。 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

表 1-3-6 生活環境の保全に関する 7 項目測定結果 

地点名 区分 pH 
COD SS DO 大腸菌数 T-N T-P 

(mg/Ｌ) (mg/Ｌ) (mg/Ｌ) (CFU/100mＬ) (mg/Ｌ) (mg/Ｌ) 

菅野湖 

平均値 7.4 1.9 2 8.1 2 0.31 0.013 

最小値 6.6 1.1 <1 <0.5 <1 0.20 0.007 

最大値 9.2 3.4 7 12 15 0.46 0.033 

菊川湖 

平均値 7.7 2.5 3 8.0 2 0.36 0.021 

最小値 6.7 1.6 <1 <0.5 <1 0.13 0.010 

最大値 10.4 8.8 9 15 16 0.82 0.043 

高瀬湖 

平均値 7.3 3.5 2 10.0 1 1.20 0.034 

最小値 6.3 1.2 <1 8.1 <1 0.22 0.018 

最大値 10.1 8.1 7 14 2 0.95 0.067 

米泉湖 

平均値 7.6 2.9 3 7.3 1 0.27 0.018 

最小値 6.8 1.5 <1 <0.5 <1 0.21 0.009 

最大値 9.4 8.6 67 12 10 0.44 0.034 
出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 
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(3) 海域 

市内の海域には環境基準点が設定されており、県が汚濁状況の調査を行っています。 

COD 年平均値の経年変化の状況は、緩やかな減少傾向です（図 1-3-3 参照）。また、令和 5

（2023）年度調査における環境基準適合状況は、比較的高い適合率です（表 1-3-7 参照）。 

T-N 及び T-P の年平均の経年変化の状況は、近年横ばいで推移しています（図 1-3-5 及び

1-3-6 参照）。また、令和 5（2023）年度調査における環境適合状況は、高い適合率を示して

います（表 1-3-8 参照）。 

徳山湾において令和 6（2024）年度は、5、7、8 月に赤潮の発生が確認されています（表

1-3-11 及び図 1-3-7 参照）。 

表 1-3-7 環境基準値との適合状況 
類型 区 分 pH COD DO 油分※1 大腸菌数 

A 

環境基準を超える検体数 m 4  9  2  0  0  

調査検体数 n 48  48  48  2  16  

適合率 % 92 81 96 100 100 

B 

環境基準を超える検体数 m 0  0  0  0  － 

調査検体数 n 12  12  12  6  － 

適合率 % 100 100 100 100 － 

C 

環境基準を超える検体数 m 4  0  0  － － 

調査検体数 n 48  48  48  － － 

適合率 % 92 100 100 － － 

備考：適合率（％)＝（n-ｍ）／n×100 

※1) 油分：ノルマルへキサン抽出物質 

※2) COD に関する環境基準達成とは、すべての環境基準点において、日平均値の環境基準適合日数が総測定日の 75%

以上である場合をいう。 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

表 1-3-8 環境基準値との適合状況 
類型 区 分 T-N T-P 

Ⅱ 

環境基準を超える検体数 m 1  0  

調査検体数 n 12  12  

適合率 % 92 100 

備考：適合率（％)＝（n-ｍ）／n×100 

※1) 環境基準達成とは、各環境基準点における上層の年間平均値を、水域内すべての基準点について平均した値が環境基

準に適合している場合をいう。 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

表 1-3-9 生活環境の保全に関する 5 項目測定結果 

類型 区 分 pH 
COD 

( mg/L) 

DO 

( mg/L) 
大腸菌数 

(CFU/100mＬ) 

油分※1 

(mg/L) 

A 

平均値 8.2 1.9 8.8 2.3 <0.5 

最小値 8.0 1.2 7.2 0 <0.5 

最大値 8.4 3.8 10 13 <0.5 

B 

平均値 8.2 1.7 9.0 － <0.5 

最小値 8.1 1.2 7.5 － <0.5 

最大値 8.3 2.2 10 － <0.5 

C 

平均値 8.2 2.0 8.9 － － 

最小値 7.9 1.3 7.0 － － 

最大値 8.5 3.4 11 － － 

※1) 油分：ノルマルへキサン抽出物質 

出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 
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表 1-3-10 生活環境の保全に関する２項目測定結果 

類型 区分 
T-N 

(mg/Ｌ) 

T-P 

(mg/Ｌ) 

Ⅱ 

平均値 0.19 0.017 

最小値 0.13 0.010 

最大値 0.34 0.022 
出典：「令和 6（2024）年版 環境白書 参考資料集」山口県環境生活部（令和 5（2023）年度実績） 

 

 

表 1-3-11 赤潮の発生状況 
発生時期 発生海域 赤潮構成種名 

2024/7/8～2024/8/8 徳山湾 カレニア ミキモトイ 

2024/5/1～2023/5/29 徳山湾 ヘテロシグマ アカシオ 

出典：海鳴りネットワーク 山口県水産振興課 

 
図 1-3-7 徳山湾の赤潮構成種別発生期間の推移 

(4) 地下水 

令和 5（2023）年度の調査では、地下水質状況を把握するための概況調査を市内 1４地点に

おいて行っており、すべての地点で環境基準以下でした。 

また、汚染状況の継続的な監視として、これまでテトラクロロエチレン等有機塩素化合物によ

る地下水汚染が確認されている市内 7 地点において、継続監視調査を実施し、テトラクロロエチ

レンが 1 地点環境基準を超過していました。 
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2 中小河川調査 

(1) 調査ポイント 

市は環境基準点とは別に中小 17 河川の 17 地点で、水素イオン濃度（pH）、BOD、浮遊物質

量（SS）、溶存酸素量（DO）及び大腸菌数の 5 項目を年 4 回測定しています。 

ア 錦川水系（5 河川 5 地点） 

錦川の上流に環境基準点『EC-10 垂門橋』があり、さらに上流の鹿野地域の大潮地区に市採

水地点『大潮川（大潮）』と、錦川に合流する渋川上流に市採水地点『渋川（堤）』を設定して

います。 

環境基準点『EC-9 菅野湖』があり、菅野湖に流入する須々万川の上流に市採水地点『須々

万川③』を、菅野湖の下流域に流入する阿田川の上流に市採水地点『阿田川』を設定していま

す。 

水越ダムを下った辺りで錦川に合流する金峰川の上流に市採水地点『金峰川（金峰）』を設定

しています。 

 

 
【錦川水系の模式図】 

大字大潮 錦川 大字大潮

屋敷川→

吉木谷川→

←小河内川

←倉谷川

黒通川→

大潮川（大潮）採水ポイント 大字大潮

大字大潮 ←才祭川

湯高川→ ↓仁保谷川 大字鹿野上

←渋川

渋川（堤）採水ポイント

↓錦川 大字鹿野中

←坂根川

大字鹿野中 ←細野谷川

今井川→

大字鹿野下 EC-10 大字鹿野下

垂門橋

田代川→

大字大向 大字大向

向道湖 ←道谷川

大字⾧穂

大字莇地 莇地川→ ↓錦川 大字⾧穂

大字須々万奥 大字須々万奥

大字須々万本郷 須々万川→

須々万川

須々万川③ 菅野湖

採水ポイント EC-9

大字中須北

下松市より↑

阿田川

大字八代 採水ポイント 大字中須南

阿田川 阿田川→

↑須野河内川 ↑黒石川

大字八代 大字中須北 ↓錦川

大字金峰 水越ダム

⾧谷川→ ↓大谷川 大字金峰

←金峰川 金峰川

大字須万 ↓錦川 金峰川（金峰）

周南市 採水ポイント 大字須万

岩国市

EC-6 

根笠橋

↓錦川

広島湾西部水域

瀬戸内海へ

県採水ポイント

市採水ポイント
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 イ 島田川水系（5 河川 5 地点） 

岩国市から流入する島田川に合

流する黒岩川、東善寺川、石光川

及び中村川の上流に、それぞれ市

採水地点『黒岩川』、『東善寺川』、

『石光川』及び『中村川』を設定

しています。 

また、光市内で島田川と合流す

る笠野川の上流に市採水地点『笠

野川』を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ウ 末武川水系（1 河川 1 地点） 

環境基準点『BK-1 米泉湖』に

流入する末武川の上流に、市採水

地点『末武川』を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島田川

GC-1

米川橋

岩国市

周南市

←椎の木川

黒岩川採水ポイント

←黒岩川

大字小松原 ←兼清川 大字小松原

↓島田川

←小深川

東善寺川採水ポイント

石光川採水ポイント ←東善寺川

石光川→

中村川採水ポイント

中村川→

周南市

笠野川採水ポイント 光市

笠野川→

GC-2

束荷川合流点下100m

↓島田川

光水域

瀬戸内海へ

県採水ポイント

市採水ポイント

 
【島田川水系の模式図】 

末武川

←河原畑川

大字八代

←大迫川

大字八代 吉国川→

周南市 末武川採水ポイント

下松市

大字中須南

温見ダム

下松市 ↓末武川

大字譲羽 周南市

譲羽川→ 米泉湖

BK-1

周南市

下松市

坂本川→

大字久米 GC-7

荒神大橋

大字栗屋 ↓末武川

笠戸湾

瀬戸内海へ

県採水ポイント

市採水ポイント

 
【末武川水系の模式図】 
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エ 佐波川水系（3 河川 3 地点） 

環境基準点『SC-1 高瀬湖』に流入する島地川の上流、鹿野地域の巣山地区に市採水地点『栗

の木川（清涼寺）』を設定しています。 

また、合流する大谷川の上流に市採水地点『大谷川』を、山口市へ流入する手前に市採水地

点『島地川（上村橋）』を設定しています。 

 
大字巣山 清涼寺川 大字巣山

栗の木川（清凉寺）採水ポイント

↓清凉寺川

中村川→

↓島地川

杉ノ河内川→

赤山川→

大字高瀬 大字高瀬

高瀬湖

SC-1

←新畑川

高瀬川→

串川→

大字夏切 大字夏切

←夏切川

←神頭谷川 大字米光

大字米光 ↓島地川 大谷川

採水ポイント

←大谷川

島地川（上村橋）採水ポイント

周南市

山口市

佐波川

←島地川

NC-3

漆尾

山口市

防府市 ↓佐波川

大海湾

瀬戸内海へ

県採水ポイント

市採水ポイント

 
【佐波川水系の模式図】 

 

オ 徳山湾（3 河川 3 地点） 

徳山湾へ流入する西光寺川、東川、山田川に市採水地点を設定しています。 
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【中小河川調査の地点（徳山・新南陽地域）】 
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【中小河川調査の地点（熊毛地域）】 

 

 
 

【中小河川調査の地点（鹿野地域）】 
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(2) 調査結果 

令和 6（2024）年度の中小 17 河川 17 地点のＢＯＤ平均値は 0.97mg/L で、年度ごとに若

干の増減はあるものの、近年は横ばい傾向となっています（図 1-3-8 参照）。河川ごとに注目す

ると、山田川で pH が高めに、須々万川、末武川、栗の木川で大腸菌数が多い傾向です（表 1-3-12

参照）。公共用水域の水質汚濁に係る環境基準の改正に伴い、令和 4 年度から、大腸菌群数（MPN）

から大腸菌数（CFU）に変更しました。 

BOD75%水質値では 1mg/L 以下の地点が 12 地点でした。（図 1-3-9 参照）。 

 

図 1-3-8 中小河川の BOD 年平均値の推移 
※平均値を算出する際、定量下限値以下の場合は、定量下限値を用いて計算しています。 

 

 
図 1-3-9 中小河川の BOD75%水質値の推移 

※平成 30（2018）年度から令和 3（2021）年度までは年 3 回測定となっています。75%水質値は、年４回測定の場

合小さい順に３番目であり大きい値から２番目の値が採用されますが、年３回測定の場合は最大値が採用されています。 

 

 
図 1-3-10 錦川水系中小河川 5 地点 BOD の推移 

※定量下限値以下の場合、定量下限値の 2 分の 1 の数値としています。 

※令和４年度から採水地点を５地点に変更（須々万川①、須々万川②の測定を終了）しています。 
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図 1-3-11 島田川水系中小河川 5 地点 BOD の推移 
※定量下限値以下の場合、定量下限値の 2 分の 1 の数値としています。 

 

 

図 1-3-12 末武川水系中小河川 1 地点 BOD の推移 
※定量下限値以下の場合、定量下限値の 2 分の 1 の数値としています。 

 

 
図 1-3-13 佐波川水系中小河川 3 地点 BOD の推移 

※定量下限値以下の場合、定量下限値の 2 分の 1 の数値としています。 
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図 1-3-14 徳山湾へ流入する中小河川３地点 BOD の推移 

※定量下限値以下の場合、定量下限値の 2 分の 1 の数値としています。 

※令和４年度から採水地点を３地点に変更（梅花川、浜田川、中の川の測定を終了）しています。 

 

表 1-3-12 中小河川の河川別水質状況（令和 6 年度） 

ア 錦川水系（5 河川５地点） 
(ア)大潮川 

採水日 
項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 10.0 25.0 12.0 3.0 12.5  

pH 7.2  7.4  7.4  7.3  7.3  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 0.5  1.3  1.0  0.8  

SS（mg/Ｌ） <1 <1 <1 <1 <1 

DO（mg/Ｌ） 9.5  7.8  9.8  12  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 11  200  210  3  106  

 (イ)渋川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 11.5 24.5 12.1 5.0 13.3  

pH 7.1  7.6  7.4  7.3  7.4  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 1.0  1.2  1.0  0.9  

SS（mg/Ｌ） 2  <1 <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.1  8.6  10  11  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 29  240  390  73  183  

 (ウ)須々万川③ 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 15.5 24.5 16.0 6.5 15.6  

pH 7.3  7.6  7.6  7.8  7.6  

BOD（mg/Ｌ） 1.2  1.0  0.9  0.9  1.0  

SS（mg/Ｌ） 5  1  <1 <1 2  

DO（mg/Ｌ） 9.4  9.1  9.5  12.0  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 100  400  1,200  300  500  
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(エ)阿田川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 15.3  25.0 13.5 5.8 14.9  

pH 7.0  7.4  7.3  7.4  7.3  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 1.1  0.9  0.6  0.8  

SS（mg/Ｌ） 3  2  1  <1 2  

DO（mg/Ｌ） 10 7.9  9.7  11  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 110  200  370  18  175  

(オ)金峰川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 12.5 22.5 13.0 3.5 12.9  

pH 7.5  7.9  7.8  7.7  7.7  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 0.6  1.1  0.7  0.7  

SS（mg/Ｌ） 2  <1 <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.1  8.6  10  12  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 10  91  41  1  36  

 

イ 島田川水系（5 河川 5 地点） 
(ア)黒岩川 

採水日 
項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 14.4 25.6 14.7 4.6 14.8  

pH 6.9  7.3  7.1  7.0  7.1  

BOD（mg/Ｌ） 0.6  0.6  1.1  0.5  0.7  

SS（mg/Ｌ） 1  <1 <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.5  7.7  9.5  12.0  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 55  160  39  1  64  

(イ)東善寺川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 15.6 25.8 15.5 5.5 15.6  

pH 7.4  7.7  7.6  7.7  7.6  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 0.9  1.1  0.7  0.8  

SS（mg/Ｌ） 5  24  1  16  12  

DO（mg/Ｌ） 9.1  7.8  9.2  12  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 45  300  630  38  253  

 (ウ)石光川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 17.3 29.0 17.4 6.0 17.4  

pH 7.2  7.8  7.8  7.7  7.6  

BOD（mg/Ｌ） 0.5  1.6  0.8  0.5  0.9  

SS（mg/Ｌ） 2  2  <1 <1 2  

DO（mg/Ｌ） 9.3  10  10  12  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 110  120  320  40  148  
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(エ)中村川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 16.8 27.5 16.5 6.7 16.9  

pH 7.4  7.5  7.7  7.7  7.6  

BOD（mg/Ｌ） 0.8  0.9  1.2  0.9  1.0  

SS（mg/Ｌ） 3  1  <1 <1 2  

DO（mg/Ｌ） 8.8  8.9  9.7  12  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 89  160  290  90  157  

(オ)笠野川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 17.5 30.1 16.8 6.6 17.8  

pH 7.3  7.6  7.6  7.6  7.5  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 1.3  0.5  0.6  0.7  

SS（mg/Ｌ） 4  1  1  <1 2  

DO（mg/Ｌ） 9.1  7.7  10  13  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 150  32  350  540  268  

 

ウ 末武川水系（1 河川 1 地点） 
(ア)末武川 

採水日 
項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 15.3 24.2 15.0 6.4 15.2  

pH 7.2  7.4  7.4  7.5  7.4  

BOD（mg/Ｌ） 1.6  1.3  0.9  1.0  1.2  

SS（mg/Ｌ） 9  19  9  <1 10  

DO（mg/Ｌ） 8.9  13.0  9.3  11.0  11  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 49  990  750  20  452  

 

エ 佐波川水系（3 河川３地点） 
(ア)栗の木川 

採水日 
項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 11.5 25.0 13.0 3.0 13.1  

pH 7.1  7.4  7.3  7.4  7.3  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 0.8  1.1  5.9  2.1  

SS（mg/Ｌ） 1  <1 <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.2  7.9  9.4  11  9  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 55  180  29  1,800  516  

 (イ)大谷川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 17.0 27.0 17.0 7.9 17.2  

pH 7.2  7.8  7.5  7.7  7.6  

BOD（mg/Ｌ） <0.5 0.8  <0.5 0.7  0.6  

SS（mg/Ｌ） 3  <1 2  <1 2  

DO（mg/Ｌ） 9.2  8.3  9  10  9  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 75  130  230  40  119  
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 (ウ)島地川（上村橋） 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 18.0 30.0 17.0 5.5 17.6  

pH 7.3  7.9  7.5  7.5  7.6  

BOD（mg/Ｌ） 1.0  1.2  0.6  0.6  0.9  

SS（mg/Ｌ） 2  1  <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.0  9.5  10 11  10  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 34  24  500  7  141  

 

オ 徳山湾（３河川３地点） 
(ア)西光寺川 

採水日 
項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 19.0 29.7 18.0 8.5 18.8  

pH 7.3  8.3  7.7  8.2  7.9  

BOD（mg/Ｌ） 0.6  1.6  1.1  1.4  1.2  

SS（mg/Ｌ） 2  1  2  <1 2  

DO（mg/Ｌ） 9.5  10  9.7  13  11  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 970  190  370  220  438  

 (イ)東川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 16.5 29.5 17.4 7.1 17.6  

pH 7.4  8.3  7.8  8.2  7.9  

BOD（mg/Ｌ） 0.7  1  1.2  1.0  1.1  

SS（mg/Ｌ） 17  1  <1 <1 5  

DO（mg/Ｌ） 9.7  12  10  13  11  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 48  170  190  12  105  

(ウ)山田川 
採水日 

項目 5/14 8/23 11/12 2/18 平均値 

水温（℃） 19.8 33.5 18.0 7.3 19.7  

pH 7.9  9.7  8.8  8.7  8.8  

BOD（mg/Ｌ） 0.9  1.1  1  1.0  1.1  

SS（mg/Ｌ） 1  1  <1 <1 1  

DO（mg/Ｌ） 9.4  11  10  13  11  

大腸菌数（CFU/100mＬ） 480  140  500  8  282  
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第 4 節 ダイオキシン類の状況 

県が令和 5（2023）年度に行ったダイオキシン類常時監視調査結果によると、市内で大気 1

地点、公共用水域 3 地点、地下水 2 地点、土壌 3 地点のすべてにおいて、環境基準を達成してい

ました（表 1-4-1 参照）。 

表 1-4-1 ダイオキシン類常時監視調査結果（令和 5（2023）年度） 

(ア) 大気 

調査地点 試料採取期間 
測定結果 

（pg-TEQ／m3） 

年平均値 

（pg-TEQ／m3） 

周南総合庁舎 R5.4.13～4.20 春期 0.010 

0.011 
R5.7.6～7.13 夏期 0.012 

R5.10.6～10.13 秋期 0.011 

R6.1.12～1.19 冬期 0.010 

※大気環境基準：年平均値 0.6pg-TEQ／m3 以下 

※pg-TEQ／m3 について：ピコグラム(pg-TEQ)は 1 兆分の 1 グラム（10-12ｇ）。TEQ（毒性等量：Toxicity Equivalency 

Quantity）は、ダイオキシン類の濃度が、各異性体によって毒性が異なるためダイオキシン類の異性体の中で最も毒性

の強い 2,3,7,8-TCDD（2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン）の毒性を 1 として、各異性体の毒性等価係数に

より換算した量 

(イ) 公共用水域（水質・底質） 

調査地点 試料採取日 
水質 

（pg-TEQ／L） 

底質 

（pg-TEQ／g） 

菅野湖 EC-9 R5.11.9 0.066 14 

徳山湾 TD-12 R4.8.2 0.055 4.7 

徳山湾 TD-27 R4.8.2 0.061 6.1 

※水質の環境基準：1pg-TEQ／L 以下 底質の環境基準：150pg-TEQ／g 以下 

(ウ) 地下水 
調査地点 試料採取日 測定結果（pg-TEQ/L） 

周南市 KC-6 R5.8.9 0.055 

周南市 KA-5 R5.9.21 0.055 

※地下水の環境基準：1pg-TEQ／L 以下 

(エ) 土壌 
調査地点 試料採取日 測定結果（pg-TEQ/g） 

周南市久米 R5.11.21 0.28 

周南市大字富田 R5.11.21 0.018 

周南市垰 R5.11.21 0.12 

※土壌の環境基準：1,000pg-TEQ／g 以下 
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第 5 節 公害苦情の受付状況 

令和 6（2024）年度に市が受け付けた環境関連の苦情相談件数は 86 件でした。 

令和 5（2023）年度の 70 件に対し、令和 6（2024）年度は、水質汚濁、土壌汚染、悪臭

は減少しているものの、大気汚染、騒音、振動、地盤沈下、廃棄物投棄が増加し、全体で 16 件

増加しています。 

今年度は野焼きの苦情申し立てが 10 件あり、リサイクル推進課と協力して、ごみ出しルール

の周知徹底を呼び掛け、焼却行為の例外事項に該当する野焼きについては、周辺への配慮依頼な

ど発生原因者と申立者の調整を図りました。 

また、前年度に比べ大気汚染苦情が 13 件（令和 5 年度 6 件）、騒音苦情が 14 件（令和 5 年

度 5 件）、振動苦情が 2 件（令和 5 年度 1 件）、地盤沈下苦情が 1 件（令和 5 年度 0 件）、廃棄

物投棄苦情が 33 件（令和 5 年度 15 件）と増加しています。得られた情報から、発生源が特定

できる場合は指導を行っています。発生源に対する根本的な解決が難しい場合や原因の特定に至

らない場合もありますが、周辺地域への被害を防ぐことができるよう、周知、調査、協力依頼、

指導を講じています。 

 
図1-5-1 環境関連苦情受付件数 

 

表1-5-1 用地地域別の環境関連苦情受付内訳（令和6（2024）年度） 

被害地域 

環境関連苦情の種類（単位：件） 

合計 大気 

汚染 

水質 

汚濁 

土壌 

汚染 
騒音 振動 

地盤 

沈下 
悪臭 

廃棄物

投棄 
その他 

住居地域 9 4 0 7 1 1 5 29 0 27 

近隣商業地域 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

商業地域 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

準工業地域 0 2 0 3 1 0 2 0 0 8 

工業地域 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

工業専用地域 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

その他の地域 2 2 0 3 0 0 2 4 1 10 

合計 13 10 0 14 2 1 12 33 1 53 

 

 


